
※�郵送・FAX等での応募等が可能な場合は、各情報の下段に宛先を記載しています。※予定は変更になる場合があります。

水道について考えてみましょう
「透き通る 誇れる水に 感謝する」

　６月１日（日）～７日（土）は「水道週間」です。市で
は「安全な水道」「強靭な水道」「水道サービスの持続」を
目指しています。この機会に、毎日の生活に欠かすことの
できない水道の大切さを再認識し、水道事業へのご理解と
ご協力をお願いします。
●次の場合は届け出が必要です
○水道の使用の開始・中止
※市ホームページからオンライン申請が
　可能
○使用者や所有者の住所・名義変更
※漏水の際は、市業務課、鹿屋上下水道工事協同組合かの   
　や水道サービスセンター、市指定の水道工事店に連絡
●令和７年度水道ポスターコンクール作品展示

※入賞作品 21 点、佳作 30 点を展示予定

▶令和６年度鹿屋市水道
　ポスターコンクール
　６年生の部最優秀賞
　西

にしぞの
薗杏

あ ん じ
樹さん（花岡小）

　の作品

お
知
ら
せ

問市業務課　TEL 0994-43-2800

期間 時間 場所

6/  2（月）　～  6   （金）
8:30 ～ 17:15

市役所１階
市民ホール

6/16（月）～ 7/31（木）
市上下水道部庁舎
１階エントランス

▲市ホームページ

豚熱のまん延防止に
ご協力ください

　４月 11 日、都城市内の野生のイノシシから、豚熱の発
生が確認されました。
　豚熱は豚やイノシシの病気であり、人に感染することは
ありませんが、万が一、本市の豚が感染した場合には畜産
業へ甚大な影響を及ぼします。まん延防止のため、次のこ
とにご協力ください。
○�山林へ立ち入った際に、靴に付着している泥などは山で

落とす
○�野生イノシシを寄せ付けないよう、飲食物は山林へ捨て

ずに持ち帰る
○�畜産施設にむやみに近付かない

お
知
ら
せ

問市畜産課　TEL 0994-31-1118

戸籍に記載される氏名の
フリガナを確認しましょう

　戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。
　令和７年５月 26 日以降、本籍地の市区町村から戸籍に
記載される予定の氏名のフリガナが通知されます。
　通知されたフリガナを確認し、誤りがある場合は最寄り
の市区町村に届出をしてください。
　マイナポータルを利用してオンラインで
も届出ができます。正しいフリガナが通知
された場合は、届出は不要です。鹿屋市に
本籍がある方は、７月下旬頃に通知書を発
送します。

お
知
ら
せ

問市民課　TEL 0994-31-1114

大人の読書会
「『枕草子』の世界を旅する」

募
集

問市立図書館　TEL 0994-43-9380

コーディネーターの田
たなか　ひでと

中秀人氏（詩人・FM かのや「詩歌
句い時間」ラジオパーソナリティ）と一緒に何気ない日々
の【をかし】の世界を味わい、１年かけて冊子『私たちの
枕草子』を作り上げる大人の読書会
●日時　第１回　6 月 21 日（土）13:00 ～
　　　　第２回　9 月 13 日（土）13:00 ～
　　　　第３回　12 月 13 日（土）13:00 ～
　　　　第４回　令和８年 2 月 14 日（土）13:00 ～
●場所　市立図書館 2 階制作演習室　●参加料　無料
●定員　10 人  ※応募者多数の場合は抽せん
●応募　６月 10 日（火）までに連絡　

バラ植栽を希望する団体申
請

問ばらを活かしたまちづくり計画推進委員会
　 TEL 0994-40-2170 

〒 893-0053　鹿屋市浜田町 1250

「ばらのまちかのや」を推進することを目的に、バラの植
栽を希望する団体
●�団体への支援内容　バラ苗や肥料の提供、せん定補助な 

ど（植栽後２年間）
⃝�対象団体　町内会、学校又は企業等で、公共性がある場 

所での植栽及びせん定・除草作業等を継 
続してできる団体
●�応募　6 月 20 日（金）までに申込書を 

提出
※申込書はかのやばら園ホームページに掲載
※植栽は令和 8 年 2 月予定

５月31日（土）から６月６日（金）は
「禁煙週間」です

　世界禁煙デーである５月 31 日（土）から６月６日（金）
までの１週間は、「禁煙週間」です。
　この機会に、自分や家族の健康を守るため、また、快適
な環境で生活するために、
たばこを吸うことによる
健康問題や喫煙マナーに
ついて考えてみましょう。

お
知
ら
せ

問市保健相談センター　TEL 0994-41-2110

人権擁護の大切さを再確認
しましょう

　６月１日（日）は、「人権擁護委員の日」です。人権の
尊重と擁護の重要性を再認識し、より良い社会を築くため
に私たち一人ひとりが人権について考え、理解を深めま
しょう。
●�人権擁護委員　人権擁護委員は、地域社会において人権 

侵害を防ぎ、困難に直面している人々を支援する役割を
担っており、あなたの街の相談パートナーとして、問題
解決のお手伝いをしています。本市では、14 名の人権
擁護委員が人権相談を受けたり人権の考えを広めたりす
る積極的な人権擁護活動を行っています。

※全国共通人権相談ダイヤル　TEL 0570-003-110

お
知
ら
せ

問鹿児島地方法務局鹿屋支局　TEL 0994-43-6790

　熱中症とは、高温多湿な環境に長時間いることで体温調
節機能がうまく働かなくなり体内に熱がこもった状態を指
します。屋外だけでなく、室内で何もしていない時でも発
症し、生命に影響を及ぼしたりする場合があります。次の
対策を十分に行い、今年の暑さを乗り越えましょう。
○暑い中で無理な運動は避け、こまめに水分補給を行う
○通気性の良い服装にし、屋外では帽子等で頭部を保護する
○クーラー等の冷房器具を上手に活用する
○食事のバランスや十分な睡眠など、体調を整える　等

お
知
ら
せ

問市保健相談センター　TEL 0994-41-2110

赤十字社事業の活動資金への
ご協力をお願いします

　５月は「赤十字運動月間」です。日本赤十字社では、赤
十字事業に必要な活動資金へのご協力を広く呼び掛けてい
ます。
　この資金をもとに、国内外で地震・
台風などの自然災害、戦争や紛争で
苦しむ人々に救援の手を差し伸べて
います。
　皆さんのご理解とご協力をよろし
くお願いします。

お
知
ら
せ

問日本赤十字社鹿児島県支部鹿屋市地区
　（鹿屋市社会福祉協議会内）　TEL 0994-44-2277

高校卒業予定者の求人受付が
始まります

　ハローワークかのやでは、令和 8 年３月の高校卒業予
定者を対象とした求人の受け付けを６月から開始します。
提出時期の遅れは、県外就職など人材流出の要因になりま
すので、事業所の皆さんは早期の求人提出をお願いします。
●求人受付開始日　６月１日（日）
● 対象事業所　鹿屋市、垂水市、東串良町、肝付町、
　　　　　　　錦江町、南大隅町の事業所
●高校への求人提出開始日　７月１日（火）
●高校生の選考開始日　９月 16 日（火）

お
知
ら
せ

問ハローワークかのや　TEL 0994-42-4135

エイズは１人で悩まず
相談してください

　６月１日（日）～７日（土）の１週間は「HIV検査普及週間」
です。保健所ではエイズ・HIVに関する正しい知識の普及
と感染者・患者の早期発見のため相談・検査を実施してい
ます。
●鹿屋保健所での夜間検査
○�日時＝６月２日（月）　17:00 ～ 19:00
○�内容＝エイズ・HIVに関する相談及びHIV検査
○相談・検査料＝無料
○予約＝５月30日（金）17：00までに連絡
※ 匿名で相談・検査ができます。受付から結果説明まで約 

１時間です。

お
知
ら
せ

問鹿屋保健所　TEL 0994-52-2106

熱中症には十分に注意しま
しょう
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